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(57)【要約】
本発明は、患者の健康状態をモニタリングするための通
信システム、患者の健康状態をモニタリングするための
通信デバイスおよびセンサー・デバイスならびに患者の
健康状態をモニタリングするための方法を提供する。前
記通信システムは通信デバイスおよびセンサー・デバイ
スを有し、前記通信デバイスは前記センサー・デバイス
との通信のための第一の通信インターフェースおよび健
康ケア・センターとの通信のための第二の通信インター
フェースを有する。前記通信デバイスは、前記第一の通
信インターフェースまたは前記第二の通信インターフェ
ースのいずれかの障害の際に警告メッセージを生成する
ことができる。ここで、・前記第一の通信インターフェ
ースの障害が第一の時間期間の間に始まりかつ終わる場
合には警告メッセージの生成が防止され；および／また
は・前記第二の通信インターフェースの障害が第三の時
間期間の間に始まりかつ終わる場合には警告メッセージ
の生成が防止され；および／または・前記通信デバイス
は危機的または非危機的な健常状態を検出するための検
出デバイスを有し、警告メッセージの生成は、・前記第
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの状態をモニタリングする通信システムであって、通信デバイスおよびセンサ
ー・デバイスを有し、前記通信デバイスは前記センサー・デバイスとの通信のための第一
の通信インターフェースおよび健康ケア・センターとの通信のための第二の通信インター
フェースを有し、前記通信デバイスは、前記第一の通信インターフェースまたは前記第二
の通信インターフェースのいずれかの障害の際に警告メッセージを生成することができ、
・前記第一の通信インターフェースの障害が第一の時間期間の間に始まりかつ終わる場合
には警告メッセージの生成が防止され；および／または
・前記第二の通信インターフェースの障害が第三の時間期間の間に始まりかつ終わる場合
には警告メッセージの生成が防止され；および／または
・前記通信デバイスは危機的または非危機的な状態を検出するための検出デバイスを有し
、警告メッセージの生成は、
・前記第二の通信インターフェースの障害の継続期間が第二の時間期間より短く、かつ
・非危機的な状態が検出される場合に防止される、
通信システム。
【請求項２】
　ユーザーの状態をモニタリングする通信デバイスであって、センサー・デバイスとの通
信のための第一の通信インターフェースおよび健康ケア・センターとの通信のための第二
の通信インターフェースを有し、当該通信デバイスは、前記第一の通信インターフェース
または前記第二の通信インターフェースのいずれかの障害の際に警告メッセージを生成す
ることができ、
・前記第一の通信インターフェースの障害が第一の時間期間の間に始まりかつ終わる場合
には警告メッセージの生成が防止され；および／または
・前記第二の通信インターフェースの障害が第三の時間期間の間に始まりかつ終わる場合
には警告メッセージの生成が防止され；および／または
・当該通信デバイスは危機的または非危機的な状態を検出するための検出デバイスを有し
、警告メッセージの生成は、
・前記第二の通信インターフェースの障害の継続期間が第二の時間期間より短く、かつ
・非危機的な状態が検出される場合に防止される、
通信デバイス。
【請求項３】
　当該通信デバイスの位置を判別するための測位デバイスを有する、請求項２記載の通信
デバイス。
【請求項４】
　ユーザーの状態をモニタリングするためおよび請求項２記載の通信デバイスと一緒に使
うためのセンサー・デバイスであって、前記第一の通信インターフェースを介して前記通
信デバイスに送信されるセンサー信号を生成するよう備えられており、該センサー信号は
、状態が危機的であるか否かについての暗黙的な健康情報を含む、センサー・デバイス。
【請求項５】
　ユーザーの状態をモニタリングするためおよび請求項２記載の通信デバイスと一緒に使
うためのセンサー・デバイスであって、前記第一の通信インターフェースを介して前記通
信デバイスに送信されるセンサー信号を生成するよう備えられており、該センサー信号は
、状態が危機的であるか否かについての明示的な健康情報を含む、センサー・デバイス。
【請求項６】
　ユーザーの状態をモニタリングする方法であって、当該方法において、通信デバイスお
よびセンサー・デバイスが第一の通信インターフェースを介してリンクされ、該通信デバ
イスは健康ケア・センターとの通信のための第二の通信インターフェースを有し、第一の
ステップにおいて、状態が危機的か否かについての健康情報を含むセンサー信号が前記第
一の通信インターフェースを介して前記通信デバイスに転送され、
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　前記通信デバイスは前記第一の通信インターフェースまたは前記第二の通信インターフ
ェースのいずれかの障害に際して警告メッセージを生成することができ、
・第二のステップにおいて、前記第一の通信インターフェースの障害が第一の時間期間の
間に始まりかつ終わる場合には警告メッセージの生成が防止され、および／または
・第二のステップにおいて、前記第二の通信インターフェースの障害が第三の時間期間の
間に始まりかつ終わる場合には警告メッセージの生成が防止され、および／または
・第二のステップにおいて、前記センサー・デバイスを介して状態が検出され、
・前記第二の通信インターフェースの障害の継続期間が第二の時間期間より短く、かつ
・非危機的な状態が検出される場合、
警告メッセージの生成が防止される、
方法。
【請求項７】
　前記警告メッセージがユーザーによって認識可能なメッセージである、請求項６記載の
方法。
【請求項８】
　前記第一の時間期間および／または前記第二の時間期間および／または前記第三の時間
期間が動的に調節可能である、請求項６記載の方法。
【請求項９】
　前記センサー・デバイスがユーザーの状態の指標として感知するのが、ユーザーの心拍
数および／またはユーザーの血圧および／またはユーザーの体温および／またはユーザー
の呼吸数および／またはユーザーのECG（心電図）および／またはユーザーの動きおよび
／またはユーザーの電気皮膚反応および／またはユーザーの酸素レベルおよび／またはユ
ーザーの血流および／またはユーザーの酸度および／またはユーザーの血糖値である、請
求項６記載の方法。
【請求項１０】
　前記健康情報は暗黙的であり、前記方法の第二のステップののちに前記検出デバイスが
検出アルゴリズムを適用することによって前記暗黙的な健康情報からユーザーの情報を検
出する、請求項６記載の方法。
【請求項１１】
　前記健康情報は明示的であり、前記明示的な健康情報は前記方法の第二のステップの前
に検出アルゴリズムを適用することによってユーザーの状態を検出する前記センサー・デ
バイス内部で生成される、請求項６記載の方法。
【請求項１２】
　前記通信デバイスが前記第二の通信インターフェースの信号強度をモニタリングし、比
較的低い信号強度が検出される場合、ユーザーは十分な信号強度のある第一の領域に向け
て案内される、請求項６記載の方法。
【請求項１３】
　前記通信デバイスは、比較的信号強度の低い少なくとも一つの第二の領域を記憶し、前
記通信デバイスは、該通信デバイスが第二の領域内に位置されているかどうかを検出し、
もしそうであれば、ユーザーは十分な信号強度をもつ第一の領域に向けて案内される、請
求項６記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の健康状態をモニタリングするための通信システムに関する。本発明は
さらに、患者の健康状態をモニタリングする通信デバイス、センサー・デバイスおよび方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　センサー技術、電子工学および通信における進歩により、患者が病院外にあって病院の
モニタリング・システムと継続的に直接接触していなくても、患者の生理特性をモニタリ
ングすることが可能になった。個人健康システムは、個人の健康についてのデータを収集
および処理する複数の接続されたデバイスからなっていてもよい。たとえば、患者が身に
つける心拍数センサー・デバイスは心拍数（heart　rate）情報を生成して、それを患者
の携帯電話に無線接続を介して送る。たとえば、米国特許第5,959,529号は、患者が、付
随する生理センサーをもつリモート・モニタリング・ユニットを携行するモニタリング・
システムを記載している。このリモート・モニタリング・システム、患者の医療上の問題
に従って患者の一つまたは複数の生理特性の連続的なモニタリングを実施する。生理特性
の例は、心拍およびその波形である。
【０００３】
　規定された条件のもとで、リモート・モニタリング・ユニットは、患者の条件に対する
情報を通信するために中央ユニットに接触する。たとえば、リモート・モニタリング・ユ
ニットが、モニタリングされる生理学的データが患者が助けを要するまたは非常の状態に
あるかもしれないことを示唆すると判定する場合、リモート・モニタリング・ユニットは
すぐ自動的に、モニタリングされたデータを中央ユニットに携帯電話または同様の通信デ
バイスを通じて転送してもよい。中央ユニットは自動的に、または中央ユニットのところ
に配備されているまたは中央ユニットと接触している医療人員と連携して、データを解析
し、必要なら患者への支援の提供を調整する。送信されたデータの解析が、すぐ対処を要
する患者状態がないと示す場合には、データは保存され、治療が変更されうるようその患
者の医師にも転送されてもよい。
【０００４】
　実施可能ではあるが、このアプローチは場合によってリモート・モニタリング・ユニッ
トのバッテリー電力を無駄にし、携帯電話システムを通じたあまりに多くのデータ転送時
間の出費および付随する料金を要することがある。医療人員の時間も非効率的に使われう
る。特に、今日の個人健康システムは、患者の医学的な状態が平常であっても、二つのデ
バイス間の接続が利用可能でないまたは適切に利用可能でないとの警告メッセージまたは
警告のために、不必要なパニックを患者に引き起こしうる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　個人健康ケアのデバイスおよびシステムの挙動の制御に対する改善されたアプローチ、
特に、患者の医学的状態のモニタリングを維持またさらには改善しつつ、患者または介護
者に送られる警告または警告メッセージの数を減らすことによる、そのようなアプローチ
が必要とされている。これは患者の快適および安心感を増し、それにより一層改善された
健康状態に資する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的は、患者の健康状態をモニタリングするための通信システムおよび通信デバ
イスによって達成される。前記通信システムは通信デバイスおよびセンサー・デバイスを
有し、前記通信デバイスは前記センサー・デバイスとの通信のための第一の通信インター
フェースおよび健康ケア・センターとの通信のための第二の通信インターフェースを有す
る。前記通信デバイスは、前記第一の通信インターフェースまたは前記第二の通信インタ
ーフェースのいずれかの障害の際に警告メッセージを生成することができる。ここで、
・前記第一の通信インターフェースの障害が第一の時間期間の間に始まりかつ終わる場合
には警告メッセージの生成が防止され；および／または
・前記第二の通信インターフェースの障害が第三の時間期間の間に始まりかつ終わる場合
には警告メッセージの生成が防止され；および／または
・前記通信デバイスは危機的または非危機的な健常状態を検出するための検出デバイスを
有し、警告メッセージの生成は、前記第二の通信インターフェースの障害の継続期間が第
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二の時間期間より短く、かつ非危機的な健康状態が検出される場合に防止される。前記第
一の通信インターフェースの障害に際しての警告メッセージの生成は、センサー・デバイ
ス内部でもできる。この場合、通信デバイスによる警告メッセージの前記生成は、センサ
ー・デバイスによって生成された警告メッセージの（修正されてまたは修正されないまま
での）転送と見なされることができる。警告メッセージを抑制するための、あるいは患者
および／または介護者への警告メッセージの呈示を防止するための条件が満たされる場合
、警告メッセージは患者および／または介護者に送信されない。
【０００７】
　本発明のコンテキストにおいて、用語「ユーザー」および「患者」はほぼ同義に使われ
る。さらに、本発明のコンテキストにおいて、用語「状態」および「健康状態」はほぼ同
義に使われる。本発明の通信デバイスおよび通信システムの主たる用途は、健康ケア用途
（健康状態のモニタリング）に向けられるが、主たる用途はユーザー（または患者）の福
利状態のモニタリングでもありうる。
【０００８】
　本発明に基づく通信システムおよび通信デバイスの利点は、患者に向けて発される警告
または警告メッセージの数を減らすことが可能であるということである。警告または警告
メッセージは、患者を戸惑わせることがある。特に患者が高齢者の場合はそうであり、警
告メッセージを受けるとパニック状態に陥ることがありうる。特に、患者に向けた警告の
発信が患者の健康のよりよいモニタリングに寄与しない場合、あるいは患者に向けた警告
の発信がモニタリング網羅率（たとえばモニタリングが利用可能でない時間期間の面での
網羅率）を少ししか減らさない場合、本発明によれば、患者への通知を防止することが有
利である。警告メッセージは介護者または監督するプロフェッショナルにも送られること
ができる。本発明によれば、通信デバイスがその警告を患者に呈示するだけでなく、その
警告を第二の通信インターフェースを介して健康センターにも送るシナリオが構想される
ことができる。これらの警告は、システムの使用をモニタリングし、患者がシステムにつ
いてのヘルプを必要としているかどうかを見るために使われることができる。これらの警
告はまた、第一の通信インターフェースの障害がデータの実際の送信を妨げない場合、（
任意的に）抑制されることもできる。通信システムにおけるあらゆる通信問題の状態概観
（たとえば一日または一週間あたり一度）が健康センターまたは介護者に送られることも
可能である。すると健康センターは、比較的多数の通信上の事態または問題をもつ患者と
接触することができる。
【０００９】
　たとえば、本発明に基づくセンサー・デバイスとして使われる心拍数センサーは、１０
秒ごとに心拍数の値を生成し、これらの値を通信デバイス、たとえば移動電話、ポケベル
、携帯電話などに向けて送る。この例において、通信デバイス内部のアプリケーションが
受信された心拍数の値を処理し、これについて健康ケア・センターに通知する。それは特
に、GPRS接続（General　packet　radio　system［一般パケット無線システム］）を介し
ておよび／またはUMTS接続（universal　mobile　telephone　system［万国移動電話シス
テム］）を介しておよび／またはWCDMA接続を介しておよび／またはCDMA接続（code　div
ision　multiple　access［符号分割多重アクセス］）を介しておよび／または４Ｇ接続
（第四世代移動体ネットワーク）を介しておよび／またはWAN接続（wide　area　network
［広域ネットワーク］）を介してである。個人健康ケア・システムのデバイス間の無線接
続が利用不能になる（すなわち、切れる）場合、そのことは通信デバイスによっておよび
／またはセンサー・デバイスによって容易に検出できる。すると今度は、たとえばビープ
音によってまたはLEDの点滅によってまたは別のメッセージ・チャネルによって、これら
のデバイスのユーザーに通知することも比較的簡単である。
【００１０】
　本発明によれば、患者または通信デバイスおよび／またはセンサー・デバイスのユーザ
ーへの通知は、通信リンクのそのような切断のすべての場合においては与えられない。
【００１１】
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　そのような状況の一例は、センサー・デバイスと通信・デバイスとの間の、第一の通信
インターフェースを介した通信に関する。通信デバイスが患者の健康状態についてのデー
タを望まれる頻度（すなわち、第一の時間期間を規定する頻度）で受け取らない場合にの
み、ユーザーに対してアラームまたは警告が発される。その他の場合、すなわち通信デバ
イスが心拍数の値を受け取るとき、そのようなアラーム・メッセージまたは警告メッセー
ジは抑制されるか、少なくともそのような警告メッセージのユーザーへの送信またはユー
ザーへの通知は防止される。先に挙げた例では、センサー・デバイスが１０秒ごとに心拍
数の値を生成し、これらの値を通信デバイスに対して送る場合、アラーム（接続性に関係
する警告メッセージ）がユーザーに向けて発されるのは、センサー・デバイスと通信デバ
イスとの間の通信が中断されて、（１０秒ごとという例示的な頻度または送信パターン内
での）心拍数の値の少なくとも一回の送信が省略される場合にのみである。もちろん、別
の状況では、たとえば検出された健康状態が危険であるか、危険であるもしくは危険にな
る可能性が高いときに、警告メッセージが送られる、すなわち警告メッセージが抑制され
ないことになる。
【００１２】
　通信デバイスが、センサーによって検出される患者の健康状態またはその他の情報（た
とえばユーザーの環境、周辺温度、周辺空気圧、患者の現在の活動度および／または姿勢
および／またはフィットネス適用、集中治療適用のような使用される適用）についてのデ
ータを受け取る必要がある所望される頻度（すなわち第一の時間期間）は、患者によって
および／または環境によっておよび／または健康ケア・センターによって調節されること
のできる閾値であることができる。該閾値はおそらくはジッタ成分を含むであろう。これ
は、種々のデバイスによってある間隔で送られる／受け取られるべき測定値および／また
はデータは、諸デバイスの内部クロックにおける望まれない変動に起因する時間差を有す
るということを意味する。したがって、閾値はある許容時間範囲（tolerance　time　spa
n）（ジッタ時間（jitter　time）と呼ばれる）、すなわち前記第一の時間期間の逸脱を
考慮に入れることが好ましい。前記閾値（第一の時間期間を決定する）は好ましくはまた
、たとえばユーザー／患者の状況に基づく他の成分をももつ。たとえば、フィットネス適
用では、前記閾値（すなわち第一の時間期間）は集中治療患者適用のためよりも大きくて
もよい。さらに、前記閾値は、たとえば状況がより危険なときまたは患者の健康状態が悪
化するとき、動的に調整されることができる。
【００１３】
　同じアプローチは、第二の通信インターフェースを通じた通信デバイスと健康センター
との間の通信にも適用できる（本発明の一つの代替形態として）。前記第三の時間期間も
前記第一の時間期間を決定するパラメータに依存するが、前記第三の時間期間は前記第一
の時間期間とは異なることができる、すなわち、閾値が異なることができる。
【００１４】
　そのような状況のもう一つの例は、第二の通信インターフェースを通じた通信デバイス
と健康ケア・センターとの間の通信に関する。患者の健康が平常でないこと（あるいは患
者の健康が所与のリスク範囲にあるというある確率があること）を通信デバイスが認識し
、かつ第二の通信インターフェースを通じた通信リンクが乱されているという状況におい
てのみ、患者に対して警告メッセージが発される。第二の通信インターフェースの障害の
継続期間が第二の時間期間よりも長い場合、あるいは第二の通信インターフェースの障害
が第三の時間期間の間に始まりかつ終わる場合、本発明に基づいてさらなる警告メッセー
ジが発されることができる。
【００１５】
　本発明によれば、通信デバイスは、該通信デバイスの位置を判別する測位デバイスを有
することが好ましい。本発明の目的について、従来知られているすべての測位デバイスが
、単独で、あるいは他と組み合わせて使用できる。たとえば、本通信デバイスに、GPS測
位デバイス（Global　positioning　system［全地球測位システム］）をもつまたはGALIL
EO測位デバイスをもつまたはセルラー式移動電話網の種々の基地局の信号強度を測ること
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によって通信デバイスの位置を検出する測位デバイスを設けることが可能である。
【００１６】
　本発明は、患者の健康状態をモニタリングするためならびに本発明に基づく通信デバイ
スおよび／または通信システムと一緒に使うためのセンサー・デバイスをも含む。該セン
サー・デバイスは、第一の通信インターフェースを介して通信デバイスに送信されるセン
サー信号を生成するよう備えられている。該センサー信号は、健康状態が危機的であるか
否かについての暗黙的な健康情報を含む。本発明に基づく暗黙的な健康情報は、通信デバ
イスに向けて送信されるセンサー信号中に（暗黙的に）含まれ、健康状態または医学的状
態が（たとえば心臓発作のあとなど、患者の条件に比して）正常である、すなわち非危機
的であるかどうか、あるいは医学的状態または健康状態が、すぐに行動に出るべきである
という意味での、あるいは（すぐに行動に出る必要はないながら）少なくとも警戒または
注意の度を上げた状態がセンサー信号に含まれる情報によって示唆されるという意味で正
常でないかどうかの指標である。したがって、センサー信号から医学的状態に関する暗黙
的な情報を抽出するために、センサー信号の解析がなされる必要がある。これはたとえば
、単に通信デバイスにおいて受け取られた値、たとえば患者の心拍数を表す値を閾値と比
較することによってできる。これはまた、以前の（保存された）送信された値を考慮に入
れる複雑な数学的解析によってもできる。ここで、数学的解析は、患者の正常または異常
な挙動のモデルを表す。もちろん、さらなる側面、たとえば患者の病歴、他のセンサーお
よび／または他のセンサー・デバイスからのたとえばユーザーまたはユーザーの環境につ
いての情報を考慮に入れてもよい。センサー信号の解析は、通信デバイス内に位置されて
いる検出デバイス内部でできる。検出デバイスは特に、通信デバイス内のソフトウェア・
モジュールの形で設けられることができる。
【００１７】
　本発明によれば、通信システムが該通信デバイスに接続された複数のセンサー・デバイ
スを有することが可能である。にもかかわらず、本発明の一つの例示的な実施形態として
、以下に記載される通信システムは一つのセンサー・デバイスしかもたない。
【００１８】
　健康情報を抽出するために前記センサー信号の解析を実行することの一つの利点は、セ
ンサー信号に加えて健康情報を送信する必要がないことである。これは、第一の通信イン
ターフェースを通じた帯域幅に対する要求を制限する。さらに、この実施形態は、センサ
ー信号を解析することにおいてより高い度合いの柔軟性を許容する。たとえば、閾値がよ
り簡単に、特に健康ケア・センターの要求に基づいて調節されることができる。
【００１９】
　患者の健康状態をモニタリングするためならびに本発明に基づく通信デバイスおよび／
または通信システムと一緒に使うためのセンサー・デバイスのもう一つの実施形態によれ
ば、センサー・デバイスはセンサー信号の解析を実行する能力をもつ。この目的のため、
前記もう一つの実施形態に基づくセンサー・デバイスは健康状態が危機的であるか否かに
ついての明示的な健康情報を含むセンサー信号を生成し、そのセンサー信号が第一の通信
インターフェースを介して通信デバイスに送信される。したがって、通信デバイス内の検
出デバイスは、送信された明示的な健康情報を追跡するだけでよい。これは通信デバイス
の複雑さを軽減する。特に、標準的な通信デバイス、たとえば携帯電話にあるとは想定で
きない計算能力および／またはプロセッサ能力を要求するセンサー信号の複雑な解析が実
行される必要がある場合はそうである。
【００２０】
　本発明はまた、患者の健康状態をモニタリングする方法をも含む。該方法において、通
信デバイスおよびセンサー・デバイスが第一の通信インターフェースを介してリンクされ
、該通信デバイスは健康ケア・センターとの通信のための第二の通信インターフェースを
有し、第一のステップにおいて、健康状態が危機的か否かについての健康情報を含むセン
サー信号が第一の通信インターフェースを介して通信デバイスに転送され、通信デバイス
は第一の通信インターフェースまたは第二の通信インターフェースのいずれかの障害に際
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して警告メッセージを生成することができ、
・第二のステップにおいて、前記第一の通信インターフェースの障害が第一の時間期間の
間に始まりかつ終わる場合には警告メッセージの生成が防止され、および／または
・第二のステップにおいて、前記第二の通信インターフェースの障害が第三の時間期間の
間に始まりかつ終わる場合には警告メッセージの生成が防止され、および／または
・第二のステップにおいて、センサー・デバイスを介して健康状態が検出され、前記第二
の通信インターフェースの障害の継続期間が第二の時間期間より短く、かつ非危機的な健
康状態が検出される場合、警告メッセージの生成が防止される。それにより、第一および
／または第二の通信インターフェースの障害または擾乱の場合に、通信システムのユーザ
ーまたは患者との対話が、患者が深刻な健康リスクにさらされない状況においてはできう
る限り軽減されることができる。これは通信デバイスおよび／または通信システムの全体
的な挙動をも、たとえばより長いバッテリー寿命および通信デバイスから放出される放射
の減少といった面で、改善する。
【００２１】
　さらに、本発明によれば、警告メッセージが患者によって認識可能なメッセージである
ことが好ましい。たとえば、警告メッセージはビープ音、LED点滅、振動メッセージまた
は他の光学的および／または音響的および／または触覚メッセージからなることができる
。
【００２２】
　本発明に基づく方法のある好ましい実施形態では、第一の時間期間および／または第二
の時間期間および／または第三の時間期間が動的に調節可能である。これは、たとえば健
康悪化、気象変化など、多数の異なる状況において非常に柔軟な反応を可能にする。
【００２３】
　本発明のある実施形態によれば、センサー・デバイスが患者の健康状態の指標として感
知するのは、患者の心拍数および／または患者の血圧および／または患者の体温および／
または患者の呼吸数および／または患者のECG（electrocardiogramm（心電図））および
／または患者の動きおよび／または患者の電気皮膚反応および／または患者の酸素レベル
および／または患者の血流および／または患者の酸度（acidity）および／または患者の
血糖値である。さらに、本発明によれば、他の医学的または生理学的パラメータが感知さ
れることが可能である。たとえば、血圧、患者の体温、生理学的、心理学的パラメータま
たはユーザーの環境のパラメータ、たとえば：現在の活動度、姿勢、ストレス・レベル、
周辺温度、気象条件、感情状態などである。これは、本通信システムが非常に柔軟にかつ
普遍的に使えるという利点をもつ。
【００２４】
　本発明に基づく方法のある好ましい実施形態では、通信デバイスは第二の通信インター
フェースの信号強度をモニタリングし、比較的低い信号強度が検出される場合、患者は十
分な信号強度のある第一の領域に向けて案内される。有利なことに、これは本発明の通信
システムおよび本発明の通信デバイスを装備した患者がより効果的にモニタリングされ、
したがって健康悪化に対してよりよく保護されることを可能にする。
【００２５】
　本発明に基づく方法のあるさらなる好ましい実施形態では、通信デバイスは、比較的信
号強度の低い少なくとも一つの第二の領域を記憶し、通信デバイスは、該通信デバイスが
その第二の領域内に位置されているかどうかを検出し、もしそうであれば、患者は十分な
信号強度をもつ第一の領域に向けて案内される。非常に有利なことに、これは本発明の通
信システムおよび本発明の通信デバイスのさらによりよく、より安全な挙動につながる。
本発明によれば、通信デバイスが第二の領域（ブラック・ゾーン）を定期的に検証または
更新し、検出された更新またはさらなる第二の領域をサーバー（または通信センター）に
アップロードすることも可能である。
【００２６】
　本発明のこれらおよびその他の特性、特徴および利点は、付属の図面とともに参照され
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る以下の詳細な記述から明白となるであろう。付属の図面は、例として本発明の原理を図
解するものである。本記述はあくまでも例として与えられるのであり、本発明の範囲を限
定するものと解釈すべきではない。下記で引用される参照符号は付属の図面を参照してい
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明は、個別的な実施形態に関して、ある種の図面を参照して記載されるが、本発明
はそれに限定されるものではなく、請求項によってのみ限定される。記載される図面は単
に概略図であって、限定するものではない。図面において、解説の目的のため、一部の要
素の大きさは誇張されていることがあり、縮尺通りに描かれていないことがある。
【００２８】
　単数形の名詞を指すときに不定冠詞または定冠詞、たとえば「a」「an」「the」が使わ
れる場合、そうでないことが明示的に述べられているのでない限り、これはその名詞の複
数を含む。
【００２９】
　さらに、本記載および請求項における第一、第二、第三などの用語は同様の要素を区別
するために使われているのであって、必ずしも逐次順または時間順を記述するためではな
い。そのように使われる用語が適切な状況の下では交換可能であり、ここに記載される本
発明の諸実施形態がここに記載または図解される以外の序列においても動作できることは
理解しておくべきである。
【００３０】
　さらに、本記載および請求項における上、下、上方、下方などの用語は、説明の目的の
ために使われており、必ずしも相対的な位置を記載するためではない。そのように使われ
る用語が適切な状況の下では交換可能であり、ここに記載される本発明の諸実施形態がこ
こに記載または図解される以外の配向においても動作できることは理解しておくべきであ
る。
【００３１】
　本記載および請求項で使われる「有する」の用語は、そのあとに挙げられる手段に制約
されると解釈されるべきではないことを注意しておくべきである。この用語は他の要素や
ステップを排除するものではない。よって、「手段ＡおよびＢを有するデバイス」という
表現の範囲は、構成要素ＡおよびＢのみからなるデバイスに限定されるべきではなく、本
発明に関して、デバイスの重要な構成要素がＡおよびＢであるということを意味するので
ある。
【００３２】
　図１において、本発明の通信システム１０，すなわち本発明の通信デバイス２０および
本発明のセンサー・デバイス３０が健康ケア・センター５０に接続されている。通信デバ
イス２０とセンサー・デバイス３０との間の接続が通信デバイス２０の第一の通信インタ
ーフェース２１（およびセンサー・デバイス３０の側の対応する通信インターフェース）
を介して確立される。
【００３３】
　図１において、第一の通信インターフェース２１を通じた通信リンク（すなわち、通信
デバイス２０とセンサー・デバイス３０との間の通信リンク）も参照符号２１によって指
されている。通信デバイス２０と健康ケア・センター５０との間の接続は、通信デバイス
２０の第二の通信インターフェース２２（および健康ケア・センター５０の側の対応する
通信インターフェース）を介して確立される。図１において、第二の通信インターフェー
ス２２を通じた通信リンク（すなわち、通信デバイス２０と健康ケア・センター５０の間
の通信リンク）も参照符号２２によって指されている。第一の通信リンク２１は無線通信
リンク、たとえばブルートゥース通信リンクまたはRFID（radio　frequency　identifica
tion［電波認証］）通信リンクまたはDECT（digital　enhanced　cordless　telephony［
デジタル向上コードレス電話方式］）通信リンクまたはZigBee通信リンクまたはWiFi通信
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リンクまたはWmax通信リンクであることが非常に好ましい。第二の通信リンク２２はほと
んど不可避的に無線通信リンクであり、無線通信インフラストラクチャー４０、たとえば
携帯電話網を使った通信リンクであることが非常に好ましい。無線通信インフラストラク
チャー４０が使われるこの場合、健康ケア・センター５０は通例この通信インフラストラ
クチャー４０に第三の通信リンク４５によって接続される。この第三の通信リンク４５も
無線通信リンクであることができるが、通例は通信インフラストラクチャー４０と健康ケ
ア・センター５０の間の有線の通信リンクであろう。好ましくは、第二の通信リンク２２
はGPRS（general　packet　radio　system［一般パケット無線システム］）通信リンクま
たはGSM（global　system　for　mobile　telecommunication［グローバル移動通信シス
テム］）通信リンクまたはUMTS（universal　mobile　telephone　system［万国移動電話
システム］）通信リンクである。第二の通信リンク２２が、たとえば固定デバイスとして
の通信デバイス２０と健康ケア・センター５０との間の有線通信リンクであることも可能
である。この構成は、たとえば家庭環境にある「移動」患者をモニタリングするために使
われることができる。患者がセンサー・デバイス３０を身につけ、センサー・デバイスと
（固定）通信デバイス２０、たとえば家庭にある専用のパソコンとの間に無線接続がある
のである。患者が固定通信デバイス２０との無線通信リンクの圏外に出ると警告メッセー
ジが与えられることができる。この警告は単数または複数のセンサー・デバイス３０上で
も与えられるべきである。もちろん、この警告は、障害が第一の時間期間の間に始まりか
つ終わる場合には抑制されることができる。
【００３４】
　センサー・デバイス３０は通常、患者（図示せず）が身につけ、あるいは患者に取り付
けられる。センサー・デバイス３０は少なくとも、患者の生理パラメータ、たとえば心拍
数、血圧またはその他の生理パラメータを決定するためのセンサー手段（図示せず）を有
する。したがって、センサー手段はたとえば一つまたは複数の電極および／または一つま
たは複数の圧力センサーおよび／または一つまたは複数の温度センサーを有する。センサ
ー・デバイス３０はまた、通信リンク２１を提供するために、通信デバイス２０の第一の
通信インターフェース２１に対応する通信インターフェースをも有する。さらに、センサ
ー・デバイス３０は、センサー手段を通信インターフェースと接続するための接続手段（
図示せず）ならびに制御手段（図示せず）および電源（図示せず）を有する。
【００３５】
　通信デバイス２０は通例、患者によって、たとえばズボンのポケットに入れて、ハンド
バッグに入れて、リュックサックに入れて、バッグ、ケースもしくはスーツケースに入れ
て、または別の携行手段に入れて携行される。あるいは患者が身につけるまたは携行する
物品、たとえば時計、ネックレスなどの一部であることもできる。これは、通信デバイス
２０は通常、センサー・デバイス３０から空間的に離れているが、通常センサー・デバイ
ス３０から数メートル以下または数十メートル以下または数百メートル以下のある周内に
あるということを意味する。非常に好ましくは、通信デバイス２０は携帯電話として、ま
たはPDA（personal　digital　assistant［携帯情報端末］）として、またはラップトッ
プ・コンピュータとして、または他の可搬通信デバイス２０として提供されるが、固定デ
バイスであることもできる。
【００３６】
　本発明の通信システム１０、本発明の通信デバイス２０および本発明のセンサー・デバ
イス３０は、患者の健康状態を非常にコスト効率がよく、エネルギー効率がよく、安価で
心地よい仕方でモニタリングする可能性を提供することをねらいとする。この目的に向け
、本発明の健康ケア通信システム１０によって、患者の少なくとも一つの生理パラメータ
がモニタリングされる。以下では、健康ケア通信システム１０の記載は主として心拍数の
モニタリングに基づいたものとなるが、他の生理パラメータも心拍数もしくは他の生理パ
ラメータの代替としてまたは心拍数もしくは他の生理パラメータに追加してモニタリング
できることは理解しておくべきである。
【００３７】
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　本発明のシステムによってモニタリングされるべき生理パラメータの例としての心拍数
は、センサー・デバイス１０によって連続的または非連続的に測定または検出される。心
拍数情報を含む値またはデータが第一の通信リンク２１を介してセンサー信号３５として
通信デバイス２０に送信される。センサー信号３５は通信デバイス２０において好適な制
御手段（図示せず）によって受信および処理される。センサー信号３５から、あるいは心
拍数測定の生データから、患者の健康状態を評価または判断する情報が導出できる。この
評価の結果は以下では健康情報と呼ばれる。健康情報の決定はたとえば、現在測定された
または以前に測定された心拍数をある閾値と比較すること、心拍数の変化率を追跡するこ
とまたは心拍数の正常または異常な発展の数学的モデルを適用することを含意する。
【００３８】
　健康情報の決定は、センサー・デバイス３０内および／または通信デバイス２０内で実
施できる。健康情報がセンサー・デバイス３０内で決定される場合（第二の変形）、健康
情報を明示的な健康情報として通信デバイス２０に向けて（センサー信号３５としてまた
は少なくともセンサー信号３５の一部として）送信することが可能である。健康情報がセ
ンサー・デバイス３０内で決定できない場合は、通信デバイス２０に向けて（センサー信
号３５としてまたは少なくともセンサー信号３５の一部として）送信できるのは現在の心
拍数だけであり、通信デバイス２０において心拍数信号の情報内容（すなわち、センサー
信号３５の情報内容）が――可能性としては以前に測定された心拍数の知識と一緒に――
健康情報へのアクセスを与える。これは、この場合、健康情報は暗黙的な形でセンサー信
号３５に含まれているということを意味する。
【００３９】
　本発明の通信システム１０のいずれの変形でも、通信デバイス２０はさらに検出デバイ
ス２６を有し、検出デバイス２６はたとえば物理的な回路もしくは回路の一部分またはソ
フトウェア・モジュールまたはソフトウェアおよびハードウェアの組み合わせの形を取る
ことができる。本発明の通信デバイス２０または通信システム１０の第一の変形（健康情
報がセンサー信号３５において暗黙的な形で与えられている）では、検出デバイス２６は
上述の評価を実施することによって（生データとしての）センサー信号３５から健康情報
を抽出する。本発明の通信デバイス２０または通信システム１０の第二の変形（明示的な
形の健康情報が通信デバイス２０に送信されるセンサー信号の一部分である）では、検出
デバイス２６は送信された明示的な健康情報を使うことによって健康情報へのアクセスを
もつ。
【００４０】
　第一の通信リンク２１または第二の通信リンク２２の障害が起こる場合、本発明の通信
システム１０が警告メッセージ２５を患者または通信デバイス２０のユーザーに向けて発
することが可能である。警告メッセージは音響的なメッセージ（たとえばビープ音）およ
び／または光学的なメッセージ（たとえばLED点滅）および／または触覚的なメッセージ
（たとえば振動メッセージ）であることができる。警告メッセージ２５の発信は、動作不
良によって患者の健康のモニタリングが、患者の健康状態に関する情報の喪失につながる
深刻な影響を受ける場合に非常に有用である。他方、患者の健康状態のモニタリングが低
下しないまたはわずかしか低下しない状況では、警告メッセージ２５の発信は患者に無用
なパニック、当惑および不安を引き起こすことがありうる。さらに、警告メッセージ２５
の発信は少なくとも通信デバイス２０のより高いエネルギー消費につながる。これは今度
はより短いバッテリー寿命、ひいてはユーザーの快適さの低下を意味する。
【００４１】
　したがって、本発明によれば、警告メッセージ２５の生成は、第一の通信インターフェ
ース２１の障害の継続期間が第一の時間期間の間に始まりかつ終わる場合、あるいは第二
の通信インターフェースの障害の継続期間が第二の時間期間より短くかつ非危機的な健康
状態が検出される場合には防止される。
【００４２】
　図２および図３では、本発明の通信システム１０および本発明の通信デバイス２０のこ
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の挙動が概略的に描かれている。図２は第一の通信リンク２１の障害に関し、図３は第二
の通信リンク２２の障害に関する。第二の通信リンク２２の障害は代替的には、第一の時
間期間の代わりに第三の時間期間を適用することによって図１に従って処理されることが
できる。
【００４３】
　図２では、時間軸７０上で、一連の第一の時間期間７１が概略的に表現されている。こ
の一連の第一の時間期間７１は複数の時点７１′に対応する。本発明によれば、これらす
べての時点７１′において（現在の）センサー信号３５の受信が通信デバイス２０によっ
て期待されるよう、第一の通信リンク２１またはセンサー信号３５の送信が提供される。
警告メッセージ２５の患者への発信は、第一の通信リンク２１または第一の通信インター
フェース２１の障害８１であって、時点７１′の間にのみはいり指定された時点７１′の
ところではセンサー信号３５の送信を乱さないような障害がある場合には抑制される。こ
れは、図２の左側で概略的に表されている。ここでは、第一の通信リンク２１の障害８１
が起こるが、時点７１におけるセンサー信号３５の送信は乱されない。図２の右側には、
第一の通信リンク２１の障害８１であって、指定された時点７１′のところでのセンサー
信号３５の送信が乱されるような例が示されている。この状況において、通信システム１
０は患者のモニタリング網羅率の損失を検出し、結果として警告メッセージ２５（図２の
右側）が発される。たとえば、第一の時間期間７１は１０秒に対応する。すなわち、１０
秒ごとに心拍数の値が通信デバイス２０によって期待される。これは、指定された時点７
１′のところでのセンサー信号３５の通信が乱されない限り、第一の通信リンク２１の障
害８１はたとえば約６秒、約８秒または約９秒の期間続くことができることを意味する。
これはまた、たとえば指定された時点７１′のうちの一つにおける約１秒または約２秒の
第一の通信リンク２１の障害８１が警告メッセージの発信につながることをも意味する。
もちろん、第一の時間期間７１は約１０秒とは異なる時間範囲、たとえば約２０秒または
約３０秒に設定されることができる。さらに、第一の時間期間７１は動的に、たとえば患
者の検出される健康状態に依存して設定されることができる。
【００４４】
　図３では、時間軸７０上で、第二の時間期間７２の二つの例が概略的に表現されている
。患者への警告メッセージ２５の発信は、第二の通信リンク２２または第二の通信インタ
ーフェース２２の障害８２であって十分長く続かないようなものがある場合には抑制され
る。これは図３の左側で概略的に表現されている。ここで、第二の通信リンク２２の障害
８２が起こっているが、それは患者に警告メッセージを発するのに十分な長さは続かない
。この挙動（図３の左側に表されている）が患者の異常な健康状態を示すものではないこ
とを前提としていることは理解しておくものとする。健康情報によってそのような異常な
健康状態が示される場合には、通信デバイス２０によって警告メッセージ２５が発される
。図３の右側では、第二の通信リンク２２の障害８２であって、その障害の継続期間が第
二の時間期間７２を超え、よって警告メッセージ２５の発信につながるような例が示され
ている。この状況では、通信システム１０または健康ケア・センター５０は患者のモニタ
リング網羅率の損失を検出する。これは警告メッセージ２５（図３の右側）の発信の必要
性につながる。第二の時間期間７２は静的に設定されることができ（たとえば約３０分ま
たは約５時間に）、あるいは動的に、特に患者の健康状態に依存して調整可能であるよう
に設定されることができる。健康ケア・センターが第二の時間期間７２を設定することも
可能である。さらに、本発明によれば、警告メッセージ２５が発されるのが健康状態が異
常または危機的である場合にのみとなるよう、第二の時間期間７２は非常に大きな値に設
定される。
【００４５】
　本発明のある好ましい変形または実施形態では、通信デバイス２０は第二の通信リンク
２２（図２のネットワーク・インフラストラクチャー４０の例のようなGPRSネットワーク
）の信号強度を連続的にモニタリングする。その際、第二の通信リンク２２の障害８２の
理由がGPRSシステムのダウンではなく、通信デバイス２０がカバーされない（または弱い
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る。その場合、通信デバイス２０内の信号強度モニタリング・デバイス（図示せず）は患
者または通信システム１０のユーザーに、よりよい信号強度の領域に戻るよう助言しうる
。また、本発明のあるさらなる実施形態では、通信デバイス２０が該通信デバイス２０の
位置を判別するための測位デバイス２７を備えられていることも可能である。それにより
、特に、健康情報が患者の健康状態がもはや正常でないこと、あるいは悪化しそうである
ことを示す場合に、信号強度がより高い最も近い領域に患者が案内されることができるよ
うブラック・ゾーンのマップを構築および記憶することが可能である。本発明のあるさら
なる実施形態では、第二の通信リンク２２の信号強度が０であるか弱いゾーンが最初から
通信デバイス２０のメモリ（図示せず）内に記憶されている、あるいはそのような情報が
サービス・プロバイダーからダウンロードされることが可能である。ブラック・ゾーンに
ついての情報は、第二の通信リンク２２の多数のユーザーのフィードバック情報によって
収集されることができる。ブラック・ゾーンが通信デバイス２０の異なるモデルについて
は異なることも可能である。
 
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の通信システム、すなわち健康ケア・センターに接続された本発明の通信
デバイスおよび本発明のセンサー・デバイスを概略的に示す図である。
【図２】通信リンク障害が起こる状況における、本発明の通信システムおよび本発明の通
信デバイスの挙動を概略的に示す図である。
【図３】通信リンク障害が起こる状況における、本発明の通信システムおよび本発明の通
信デバイスの挙動を概略的に示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年11月18日(2008.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの状態をモニタリングする通信デバイスであって、センサー・デバイスとの通
信のための第一の通信インターフェースおよび健康ケア・センターとの通信のための第二
の通信インターフェースを有し、当該通信デバイスは、前記第一の通信インターフェース
または前記第二の通信インターフェースのいずれかの障害の際に警告メッセージを生成す
ることができ、
・当該通信デバイスは危機的または非危機的な状態を検出するための検出デバイスを有し
、警告メッセージの生成は、
・前記第二の通信インターフェースの障害の継続期間が第二の時間期間より短く、かつ
・非危機的な状態が検出される場合に防止される、
通信デバイス。
【請求項２】
　請求項１記載の通信デバイスであって、前記第一の通信インターフェースの障害が第一
の時間期間の間に始まりかつ終わる場合には警告メッセージの生成が防止され；および／
または前記第二の通信インターフェースの障害が第三の時間期間の間に始まりかつ終わる
場合には警告メッセージの生成が防止される、請求項１記載の通信デバイス。
【請求項３】
　前記第二の時間期間が動的に調節可能である、請求項１記載の通信デバイス。
【請求項４】
　前記第一の時間期間および／または前記第三の時間期間が動的に調節可能である、請求
項２記載の通信デバイス。
【請求項５】
　当該通信デバイスの位置を判別するための測位デバイスを有する、請求項１記載の通信
デバイス。
【請求項６】
　請求項１記載の通信デバイスおよびセンサー・デバイスを有する、ユーザーの状態をモ
ニタリングする通信システムであって、前記第一の通信インターフェースが前記センサー
・デバイスとのインターフェースである、通信システム。
【請求項７】
　請求項６記載の通信システムであって、前記センサー・デバイスは前記第一の通信イン
ターフェースを介して前記通信デバイスに送信されるセンサー信号を生成するよう装備さ
れており、該センサー信号は、状態が危機的であるか否かについての暗黙的な健康情報を
含み、ここで、暗黙的な健康情報とはセンサー信号から抽出される必要のある、状態につ
いての情報である、通信システム。
【請求項８】
　請求項６記載の通信システムであって、前記センサー・デバイスは前記第一の通信イン
ターフェースを介して前記通信デバイスに送信されるセンサー信号を生成するよう装備さ
れており、該センサー信号は、状態が危機的であるか否かについての明示的な健康情報を
含む、通信システム。
【請求項９】
　ユーザーの状態をモニタリングする方法であって、当該方法において、通信デバイスお
よびセンサー・デバイスが第一の通信インターフェースを介してリンクされ、該通信デバ
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イスは健康ケア・センターとの通信のための第二の通信インターフェースを有し、
第一のステップにおいて、状態が危機的か否かについての健康情報を含むセンサー信号が
前記第一の通信インターフェースを介して前記通信デバイスに転送され、
　前記通信デバイスは前記第一の通信インターフェースまたは前記第二の通信インターフ
ェースのいずれかの障害に際して警告メッセージを生成することができ、
第二のステップにおいて、前記センサー・デバイスを介して状態が検出され、警告メッセ
ージの生成が、
・前記第二の通信インターフェースの障害の継続期間が第二の時間期間より短く、かつ
・非危機的な状態が検出される場合、
防止される、
方法。
【請求項１０】
　前記センサー・デバイスがユーザーの状態の指標として感知するのが、ユーザーの心拍
数および／またはユーザーの血圧および／またはユーザーの体温および／またはユーザー
の呼吸数および／またはユーザーのECG（心電図）および／またはユーザーの動きおよび
／またはユーザーの電気皮膚反応および／またはユーザーの酸素レベルおよび／またはユ
ーザーの血流および／またはユーザーの酸度および／またはユーザーの血糖値である、請
求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記健康情報は暗黙的であり、前記方法の第二のステップののちに検出デバイスが検出
アルゴリズムを適用することによって前記暗黙的な健康情報からユーザーの情報を検出す
る、請求項９記載の方法。
【請求項１２】
　前記健康情報は明示的であり、前記明示的な健康情報は前記方法の第二のステップの前
に検出アルゴリズムを適用することによってユーザーの状態を検出する前記センサー・デ
バイス内部で生成される、請求項９記載の方法。
【請求項１３】
　前記通信デバイスが前記第二の通信インターフェースの信号強度をモニタリングし、比
較的低い信号強度が検出される場合、ユーザーは十分な信号強度のある第一の領域に向け
て案内される、請求項９記載の方法。
【請求項１４】
　前記通信デバイスは、比較的信号強度の低い少なくとも一つの第二の領域を記憶し、前
記通信デバイスは、該通信デバイスが第二の領域内に位置されているかどうかを検出し、
もしそうであれば、ユーザーは十分な信号強度をもつ第一の領域に向けて案内される、請
求項９記載の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の健康状態をモニタリングするための通信システムに関する。本発明は
さらに、患者の健康状態をモニタリングする通信デバイスおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　センサー技術、電子工学および通信における進歩により、患者が病院外にあって病院の
モニタリング・システムと継続的に直接接触していなくても、患者の生理特性をモニタリ
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ングすることが可能になった。個人健康システムは、個人の健康についてのデータを収集
および処理する複数の接続されたデバイスからなっていてもよい。たとえば、患者が身に
つける心拍数センサー・デバイスは心拍数（heart　rate）情報を生成して、それを患者
の携帯電話に無線接続を介して送る。たとえば、米国特許第5,959,529号は、患者が、付
随する生理センサーをもつリモート・モニタリング・ユニットを携行するモニタリング・
システムを記載している。このリモート・モニタリング・システム、患者の医療上の問題
に従って患者の一つまたは複数の生理特性の連続的なモニタリングを実施する。生理特性
の例は、心拍およびその波形である。
【０００３】
　規定された条件のもとで、リモート・モニタリング・ユニットは、患者の条件に対する
情報を通信するために中央ユニットに接触する。たとえば、リモート・モニタリング・ユ
ニットが、モニタリングされる生理学的データが患者が助けを要するまたは非常の状態に
あるかもしれないことを示唆すると判定する場合、リモート・モニタリング・ユニットは
すぐ自動的に、モニタリングされたデータを中央ユニットに携帯電話または同様の通信デ
バイスを通じて転送してもよい。中央ユニットは自動的に、または中央ユニットのところ
に配備されているまたは中央ユニットと接触している医療人員と連携して、データを解析
し、必要なら患者への支援の提供を調整する。送信されたデータの解析が、すぐ対処を要
する患者状態がないと示す場合には、データは保存され、治療が変更されうるようその患
者の医師にも転送されてもよい。
【０００４】
　実施可能ではあるが、このアプローチは場合によってリモート・モニタリング・ユニッ
トのバッテリー電力を無駄にし、携帯電話システムを通じたあまりに多くのデータ転送時
間の出費および付随する料金を要することがある。医療人員の時間も非効率的に使われう
る。特に、今日の個人健康システムは、患者の医学的な状態が平常であっても、二つのデ
バイス間の接続が利用可能でないまたは適切に利用可能でないとの警告メッセージまたは
警告のために、不必要なパニックを患者に引き起こしうる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　個人健康ケアのデバイスおよびシステムの挙動の制御に対する改善されたアプローチ、
特に、患者の医学的状態のモニタリングを維持またさらには改善しつつ、患者または介護
者に送られる警告または警告メッセージの数を減らすことによる、そのようなアプローチ
が必要とされている。これは患者の快適および安心感を増し、それにより一層改善された
健康状態に資する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的は、患者の健康状態をモニタリングするための通信システムおよび通信デバ
イスによって達成される。前記通信システムは通信デバイスおよびセンサー・デバイスを
有し、前記通信デバイスは前記センサー・デバイスとの通信のための第一の通信インター
フェースおよび健康ケア・センターとの通信のための第二の通信インターフェースを有す
る。前記通信デバイスは、前記第一の通信インターフェースまたは前記第二の通信インタ
ーフェースのいずれかの障害の際に警告メッセージを生成することができる。ここで、
・前記通信デバイスは危機的または非危機的な健常状態を検出するための検出デバイスを
有し、警告メッセージの生成は、前記第二の通信インターフェースの障害の継続期間が第
二の時間期間より短く、かつ非危機的な健康状態が検出される場合に防止される。好まし
くは、前記第一の通信インターフェースの障害が第一の時間期間の間に始まりかつ終わる
場合および／または前記第二の通信インターフェースの障害が第三の時間期間の間に始ま
りかつ終わる場合にも警告メッセージの生成が防止される。前記第一の通信インターフェ
ースの障害に際しての警告メッセージの生成は、センサー・デバイス内部でもできる。こ
の場合、通信デバイスによる警告メッセージの前記生成は、センサー・デバイスによって
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生成された警告メッセージの（修正されてまたは修正されないままでの）転送と見なされ
ることができる。警告メッセージを抑制するための、あるいは患者および／または介護者
への警告メッセージの呈示を防止するための条件が満たされる場合、警告メッセージは患
者および／または介護者に送信されない。
【０００７】
　本発明のコンテキストにおいて、用語「ユーザー」および「患者」はほぼ同義に使われ
る。さらに、本発明のコンテキストにおいて、用語「状態」および「健康状態」はほぼ同
義に使われる。本発明の通信デバイスおよび通信システムの主たる用途は、健康ケア用途
（健康状態のモニタリング）に向けられるが、主たる用途はユーザー（または患者）の福
利状態のモニタリングでもありうる。
【０００８】
　本発明に基づく通信システムおよび通信デバイスの利点は、患者に向けて発される警告
または警告メッセージの数を減らすことが可能であるということである。警告または警告
メッセージは、患者を戸惑わせることがある。特に患者が高齢者の場合はそうであり、警
告メッセージを受けるとパニック状態に陥ることがありうる。特に、患者に向けた警告の
発信が患者の健康のよりよいモニタリングに寄与しない場合、あるいは患者に向けた警告
の発信がモニタリング網羅率（たとえばモニタリングが利用可能でない時間期間の面での
網羅率）を少ししか減らさない場合、本発明によれば、患者への通知を防止することが有
利である。警告メッセージは介護者または監督するプロフェッショナルにも送られること
ができる。本発明によれば、通信デバイスがその警告を患者に呈示するだけでなく、その
警告を第二の通信インターフェースを介して健康センターにも送るシナリオが構想される
ことができる。これらの警告は、システムの使用をモニタリングし、患者がシステムにつ
いてのヘルプを必要としているかどうかを見るために使われることができる。これらの警
告はまた、第一の通信インターフェースの障害がデータの実際の送信を妨げない場合、（
任意的に）抑制されることもできる。通信システムにおけるあらゆる通信問題の状態概観
（たとえば一日または一週間あたり一度）が健康センターまたは介護者に送られることも
可能である。すると健康センターは、比較的多数の通信上の事態または問題をもつ患者と
接触することができる。
【０００９】
　たとえば、本発明に基づくセンサー・デバイスとして使われる心拍数センサーは、１０
秒ごとに心拍数の値を生成し、これらの値を通信デバイス、たとえば移動電話、ポケベル
、携帯電話などに向けて送る。この例において、通信デバイス内部のアプリケーションが
受信された心拍数の値を処理し、これについて健康ケア・センターに通知する。それは特
に、GPRS接続（General　packet　radio　system［一般パケット無線システム］）を介し
ておよび／またはUMTS接続（universal　mobile　telephone　system［万国移動電話シス
テム］）を介しておよび／またはWCDMA接続を介しておよび／またはCDMA接続（code　div
ision　multiple　access［符号分割多重アクセス］）を介しておよび／または４Ｇ接続
（第四世代移動体ネットワーク）を介しておよび／またはWAN接続（wide　area　network
［広域ネットワーク］）を介してである。個人健康ケア・システムのデバイス間の無線接
続が利用不能になる（すなわち、切れる）場合、そのことは通信デバイスによっておよび
／またはセンサー・デバイスによって容易に検出できる。すると今度は、たとえばビープ
音によってまたはLEDの点滅によってまたは別のメッセージ・チャネルによって、これら
のデバイスのユーザーに通知することも比較的簡単である。
【００１０】
　本発明によれば、患者または通信デバイスおよび／またはセンサー・デバイスのユーザ
ーへの通知は、通信リンクのそのような切断のすべての場合においては与えられない。
【００１１】
　そのような状況の一例は、センサー・デバイスと通信・デバイスとの間の、第一の通信
インターフェースを介した通信に関する。通信デバイスが患者の健康状態についてのデー
タを望まれる頻度（すなわち、第一の時間期間を規定する頻度）で受け取らない場合にの
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み、ユーザーに対してアラームまたは警告が発される。その他の場合、すなわち通信デバ
イスが心拍数の値を受け取るとき、そのようなアラーム・メッセージまたは警告メッセー
ジは抑制されるか、少なくともそのような警告メッセージのユーザーへの送信またはユー
ザーへの通知は防止される。先に挙げた例では、センサー・デバイスが１０秒ごとに心拍
数の値を生成し、これらの値を通信デバイスに対して送る場合、アラーム（接続性に関係
する警告メッセージ）がユーザーに向けて発されるのは、センサー・デバイスと通信デバ
イスとの間の通信が中断されて、（１０秒ごとという例示的な頻度または送信パターン内
での）心拍数の値の少なくとも一回の送信が省略される場合にのみである。もちろん、別
の状況では、たとえば検出された健康状態が危険であるか、危険であるもしくは危険にな
る可能性が高いときに、警告メッセージが送られる、すなわち警告メッセージが抑制され
ないことになる。
【００１２】
　通信デバイスが、センサーによって検出される患者の健康状態またはその他の情報（た
とえばユーザーの環境、周辺温度、周辺空気圧、患者の現在の活動度および／または姿勢
および／またはフィットネス適用、集中治療適用のような使用される適用）についてのデ
ータを受け取る必要がある所望される頻度（すなわち第一の時間期間）は、患者によって
および／または環境によっておよび／または健康ケア・センターによって調節されること
のできる閾値であることができる。該閾値はおそらくはジッタ成分を含むであろう。これ
は、種々のデバイスによってある間隔で送られる／受け取られるべき測定値および／また
はデータは、諸デバイスの内部クロックにおける望まれない変動に起因する時間差を有す
るということを意味する。したがって、閾値はある許容時間範囲（tolerance　time　spa
n）（ジッタ時間（jitter　time）と呼ばれる）、すなわち前記第一の時間期間の逸脱を
考慮に入れることが好ましい。前記閾値（第一の時間期間を決定する）は好ましくはまた
、たとえばユーザー／患者の状況に基づく他の成分をももつ。たとえば、フィットネス適
用では、前記閾値（すなわち第一の時間期間）は集中治療患者適用のためよりも大きくて
もよい。さらに、前記閾値は、たとえば状況がより危険なときまたは患者の健康状態が悪
化するとき、動的に調整されることができる。
【００１３】
　同じアプローチは、第二の通信インターフェースを通じた通信デバイスと健康センター
との間の通信にも適用できる（本発明の一つの代替形態として）。前記第三の時間期間も
前記第一の時間期間を決定するパラメータに依存するが、前記第三の時間期間は前記第一
の時間期間とは異なることができる、すなわち、閾値が異なることができる。
【００１４】
　そのような状況のもう一つの例は、第二の通信インターフェースを通じた通信デバイス
と健康ケア・センターとの間の通信に関する。患者の健康が平常でないこと（あるいは患
者の健康が所与のリスク範囲にあるというある確率があること）を通信デバイスが認識し
、かつ第二の通信インターフェースを通じた通信リンクが乱されているという状況におい
てのみ、患者に対して警告メッセージが発される。第二の通信インターフェースの障害の
継続期間が第二の時間期間よりも長い場合、あるいは第二の通信インターフェースの障害
が第三の時間期間の間に始まりかつ終わる場合、本発明に基づいてさらなる警告メッセー
ジが発されることができる。
【００１５】
　本発明によれば、通信デバイスは、該通信デバイスの位置を判別する測位デバイスを有
することが好ましい。本発明の目的について、従来知られているすべての測位デバイスが
、単独で、あるいは他と組み合わせて使用できる。たとえば、本通信デバイスに、GPS測
位デバイス（Global　positioning　system［全地球測位システム］）をもつまたはGALIL
EO測位デバイスをもつまたはセルラー式移動電話網の種々の基地局の信号強度を測ること
によって通信デバイスの位置を検出する測位デバイスを設けることが可能である。
【００１６】
　本発明は、患者の健康状態をモニタリングするためならびに本発明に基づく通信デバイ
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スおよび／または通信システムと一緒に使うためのセンサー・デバイスをも含む。該セン
サー・デバイスは、第一の通信インターフェースを介して通信デバイスに送信されるセン
サー信号を生成するよう備えられている。該センサー信号は、健康状態が危機的であるか
否かについての暗黙的な健康情報を含む。本発明に基づく暗黙的な健康情報は、通信デバ
イスに向けて送信されるセンサー信号中に（暗黙的に）含まれ、健康状態または医学的状
態が（たとえば心臓発作のあとなど、患者の条件に比して）正常である、すなわち非危機
的であるかどうか、あるいは医学的状態または健康状態が、すぐに行動に出るべきである
という意味での、あるいは（すぐに行動に出る必要はないながら）少なくとも警戒または
注意の度を上げた状態がセンサー信号に含まれる情報によって示唆されるという意味で正
常でないかどうかの指標である。したがって、センサー信号から医学的状態に関する暗黙
的な情報を抽出するために、センサー信号の解析がなされる必要がある。これはたとえば
、単に通信デバイスにおいて受け取られた値、たとえば患者の心拍数を表す値を閾値と比
較することによってできる。これはまた、以前の（保存された）送信された値を考慮に入
れる複雑な数学的解析によってもできる。ここで、数学的解析は、患者の正常または異常
な挙動のモデルを表す。もちろん、さらなる側面、たとえば患者の病歴、他のセンサーお
よび／または他のセンサー・デバイスからのたとえばユーザーまたはユーザーの環境につ
いての情報を考慮に入れてもよい。センサー信号の解析は、通信デバイス内に位置されて
いる検出デバイス内部でできる。検出デバイスは特に、通信デバイス内のソフトウェア・
モジュールの形で設けられることができる。
【００１７】
　本発明によれば、通信システムが該通信デバイスに接続された複数のセンサー・デバイ
スを有することが可能である。にもかかわらず、本発明の一つの例示的な実施形態として
、以下に記載される通信システムは一つのセンサー・デバイスしかもたない。
【００１８】
　健康情報を抽出するために前記センサー信号の解析を実行することの一つの利点は、セ
ンサー信号に加えて健康情報を送信する必要がないことである。これは、第一の通信イン
ターフェースを通じた帯域幅に対する要求を制限する。さらに、この実施形態は、センサ
ー信号を解析することにおいてより高い度合いの柔軟性を許容する。たとえば、閾値がよ
り簡単に、特に健康ケア・センターの要求に基づいて調節されることができる。
【００１９】
　患者の健康状態をモニタリングするためならびに本発明に基づく通信デバイスおよび／
または通信システムと一緒に使うためのセンサー・デバイスのもう一つの実施形態によれ
ば、センサー・デバイスはセンサー信号の解析を実行する能力をもつ。この目的のため、
前記もう一つの実施形態に基づくセンサー・デバイスは健康状態が危機的であるか否かに
ついての明示的な健康情報を含むセンサー信号を生成し、そのセンサー信号が第一の通信
インターフェースを介して通信デバイスに送信される。したがって、通信デバイス内の検
出デバイスは、送信された明示的な健康情報を追跡するだけでよい。これは通信デバイス
の複雑さを軽減する。特に、標準的な通信デバイス、たとえば携帯電話にあるとは想定で
きない計算能力および／またはプロセッサ能力を要求するセンサー信号の複雑な解析が実
行される必要がある場合はそうである。
【００２０】
　本発明はまた、患者の健康状態をモニタリングする方法をも含む。該方法において、通
信デバイスおよびセンサー・デバイスが第一の通信インターフェースを介してリンクされ
、該通信デバイスは健康ケア・センターとの通信のための第二の通信インターフェースを
有し、第一のステップにおいて、健康状態が危機的か否かについての健康情報を含むセン
サー信号が第一の通信インターフェースを介して通信デバイスに転送され、通信デバイス
は第一の通信インターフェースまたは第二の通信インターフェースのいずれかの障害に際
して警告メッセージを生成することができ、
・第二のステップにおいて、センサー・デバイスを介して健康状態が検出され、前記第二
の通信インターフェースの障害の継続期間が第二の時間期間より短く、かつ非危機的な健
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康状態が検出される場合、警告メッセージの生成が防止される。好ましくは、前記第二の
ステップにおいて、前記第一の通信インターフェースの障害が第一の時間期間の間に始ま
りかつ終わる場合および／または前記第二の通信インターフェースの障害が第三の時間期
間の間に始まりかつ終わる場合にも警告メッセージの生成が防止される。それにより、第
一および／または第二の通信インターフェースの障害または擾乱の場合に、通信システム
のユーザーまたは患者との対話が、患者が深刻な健康リスクにさらされない状況において
はできうる限り軽減されることができる。これは通信デバイスおよび／または通信システ
ムの全体的な挙動をも、たとえばより長いバッテリー寿命および通信デバイスから放出さ
れる放射の減少といった面で、改善する。
【００２１】
　さらに、本発明によれば、警告メッセージが患者によって認識可能なメッセージである
ことが好ましい。たとえば、警告メッセージはビープ音、LED点滅、振動メッセージまた
は他の光学的および／または音響的および／または触覚メッセージからなることができる
。
【００２２】
　本発明に基づく方法のある好ましい実施形態では、第一の時間期間および／または第二
の時間期間および／または第三の時間期間が動的に調節可能である。これは、たとえば健
康悪化、気象変化など、多数の異なる状況において非常に柔軟な反応を可能にする。
【００２３】
　本発明のある実施形態によれば、センサー・デバイスが患者の健康状態の指標として感
知するのは、患者の心拍数および／または患者の血圧および／または患者の体温および／
または患者の呼吸数および／または患者のECG（electrocardiogramm（心電図））および
／または患者の動きおよび／または患者の電気皮膚反応および／または患者の酸素レベル
および／または患者の血流および／または患者の酸度（acidity）および／または患者の
血糖値である。さらに、本発明によれば、他の医学的または生理学的パラメータが感知さ
れることが可能である。たとえば、血圧、患者の体温、生理学的、心理学的パラメータま
たはユーザーの環境のパラメータ、たとえば：現在の活動度、姿勢、ストレス・レベル、
周辺温度、気象条件、感情状態などである。これは、本通信システムが非常に柔軟にかつ
普遍的に使えるという利点をもつ。
【００２４】
　本発明に基づく方法のある好ましい実施形態では、通信デバイスは第二の通信インター
フェースの信号強度をモニタリングし、比較的低い信号強度が検出される場合、患者は十
分な信号強度のある第一の領域に向けて案内される。有利なことに、これは本発明の通信
システムおよび本発明の通信デバイスを装備した患者がより効果的にモニタリングされ、
したがって健康悪化に対してよりよく保護されることを可能にする。
【００２５】
　本発明に基づく方法のあるさらなる好ましい実施形態では、通信デバイスは、比較的信
号強度の低い少なくとも一つの第二の領域を記憶し、通信デバイスは、該通信デバイスが
その第二の領域内に位置されているかどうかを検出し、もしそうであれば、患者は十分な
信号強度をもつ第一の領域に向けて案内される。非常に有利なことに、これは本発明の通
信システムおよび本発明の通信デバイスのさらによりよく、より安全な挙動につながる。
本発明によれば、通信デバイスが第二の領域（ブラック・ゾーン）を定期的に検証または
更新し、検出された更新またはさらなる第二の領域をサーバー（または通信センター）に
アップロードすることも可能である。
【００２６】
　本発明のこれらおよびその他の特性、特徴および利点は、付属の図面とともに参照され
る以下の詳細な記述から明白となるであろう。付属の図面は、例として本発明の原理を図
解するものである。本記述はあくまでも例として与えられるのであり、本発明の範囲を限
定するものと解釈すべきではない。下記で引用される参照符号は付属の図面を参照してい
る。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明は、個別的な実施形態に関して、ある種の図面を参照して記載されるが、本発明
はそれに限定されるものではなく、請求項によってのみ限定される。記載される図面は単
に概略図であって、限定するものではない。図面において、解説の目的のため、一部の要
素の大きさは誇張されていることがあり、縮尺通りに描かれていないことがある。
【００２８】
　単数形の名詞を指すときに不定冠詞または定冠詞、たとえば「a」「an」「the」が使わ
れる場合、そうでないことが明示的に述べられているのでない限り、これはその名詞の複
数を含む。
【００２９】
　さらに、本記載および請求項における第一、第二、第三などの用語は同様の要素を区別
するために使われているのであって、必ずしも逐次順または時間順を記述するためではな
い。そのように使われる用語が適切な状況の下では交換可能であり、ここに記載される本
発明の諸実施形態がここに記載または図解される以外の序列においても動作できることは
理解しておくべきである。
【００３０】
　さらに、本記載および請求項における上、下、上方、下方などの用語は、説明の目的の
ために使われており、必ずしも相対的な位置を記載するためではない。そのように使われ
る用語が適切な状況の下では交換可能であり、ここに記載される本発明の諸実施形態がこ
こに記載または図解される以外の配向においても動作できることは理解しておくべきであ
る。
【００３１】
　本記載および請求項で使われる「有する」の用語は、そのあとに挙げられる手段に制約
されると解釈されるべきではないことを注意しておくべきである。この用語は他の要素や
ステップを排除するものではない。よって、「手段ＡおよびＢを有するデバイス」という
表現の範囲は、構成要素ＡおよびＢのみからなるデバイスに限定されるべきではなく、本
発明に関して、デバイスの重要な構成要素がＡおよびＢであるということを意味するので
ある。
【００３２】
　図１において、本発明の通信システム１０，すなわち本発明の通信デバイス２０および
本発明のセンサー・デバイス３０が健康ケア・センター５０に接続されている。通信デバ
イス２０とセンサー・デバイス３０との間の接続が通信デバイス２０の第一の通信インタ
ーフェース２１（およびセンサー・デバイス３０の側の対応する通信インターフェース）
を介して確立される。
【００３３】
　図１において、第一の通信インターフェース２１を通じた通信リンク（すなわち、通信
デバイス２０とセンサー・デバイス３０との間の通信リンク）も参照符号２１によって指
されている。通信デバイス２０と健康ケア・センター５０との間の接続は、通信デバイス
２０の第二の通信インターフェース２２（および健康ケア・センター５０の側の対応する
通信インターフェース）を介して確立される。図１において、第二の通信インターフェー
ス２２を通じた通信リンク（すなわち、通信デバイス２０と健康ケア・センター５０の間
の通信リンク）も参照符号２２によって指されている。第一の通信リンク２１は無線通信
リンク、たとえばブルートゥース通信リンクまたはRFID（radio　frequency　identifica
tion［電波認証］）通信リンクまたはDECT（digital　enhanced　cordless　telephony［
デジタル向上コードレス電話方式］）通信リンクまたはZigBee通信リンクまたはWiFi通信
リンクまたはWmax通信リンクであることが非常に好ましい。第二の通信リンク２２はほと
んど不可避的に無線通信リンクであり、無線通信インフラストラクチャー４０、たとえば
携帯電話網を使った通信リンクであることが非常に好ましい。無線通信インフラストラク
チャー４０が使われるこの場合、健康ケア・センター５０は通例この通信インフラストラ
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クチャー４０に第三の通信リンク４５によって接続される。この第三の通信リンク４５も
無線通信リンクであることができるが、通例は通信インフラストラクチャー４０と健康ケ
ア・センター５０の間の有線の通信リンクであろう。好ましくは、第二の通信リンク２２
はGPRS（general　packet　radio　system［一般パケット無線システム］）通信リンクま
たはGSM（global　system　for　mobile　telecommunication［グローバル移動通信シス
テム］）通信リンクまたはUMTS（universal　mobile　telephone　system［万国移動電話
システム］）通信リンクである。第二の通信リンク２２が、たとえば固定デバイスとして
の通信デバイス２０と健康ケア・センター５０との間の有線通信リンクであることも可能
である。この構成は、たとえば家庭環境にある「移動」患者をモニタリングするために使
われることができる。患者がセンサー・デバイス３０を身につけ、センサー・デバイスと
（固定）通信デバイス２０、たとえば家庭にある専用のパソコンとの間に無線接続がある
のである。患者が固定通信デバイス２０との無線通信リンクの圏外に出ると警告メッセー
ジが与えられることができる。この警告は単数または複数のセンサー・デバイス３０上で
も与えられるべきである。もちろん、この警告は、障害が第一の時間期間の間に始まりか
つ終わる場合には抑制されることができる。
【００３４】
　センサー・デバイス３０は通常、患者（図示せず）が身につけ、あるいは患者に取り付
けられる。センサー・デバイス３０は少なくとも、患者の生理パラメータ、たとえば心拍
数、血圧またはその他の生理パラメータを決定するためのセンサー手段（図示せず）を有
する。したがって、センサー手段はたとえば一つまたは複数の電極および／または一つま
たは複数の圧力センサーおよび／または一つまたは複数の温度センサーを有する。センサ
ー・デバイス３０はまた、通信リンク２１を提供するために、通信デバイス２０の第一の
通信インターフェース２１に対応する通信インターフェースをも有する。さらに、センサ
ー・デバイス３０は、センサー手段を通信インターフェースと接続するための接続手段（
図示せず）ならびに制御手段（図示せず）および電源（図示せず）を有する。
【００３５】
　通信デバイス２０は通例、患者によって、たとえばズボンのポケットに入れて、ハンド
バッグに入れて、リュックサックに入れて、バッグ、ケースもしくはスーツケースに入れ
て、または別の携行手段に入れて携行される。あるいは患者が身につけるまたは携行する
物品、たとえば時計、ネックレスなどの一部であることもできる。これは、通信デバイス
２０は通常、センサー・デバイス３０から空間的に離れているが、通常センサー・デバイ
ス３０から数メートル以下または数十メートル以下または数百メートル以下のある周内に
あるということを意味する。非常に好ましくは、通信デバイス２０は携帯電話として、ま
たはPDA（personal　digital　assistant［携帯情報端末］）として、またはラップトッ
プ・コンピュータとして、または他の可搬通信デバイス２０として提供されるが、固定デ
バイスであることもできる。
【００３６】
　本発明の通信システム１０、本発明の通信デバイス２０および本発明のセンサー・デバ
イス３０は、患者の健康状態を非常にコスト効率がよく、エネルギー効率がよく、安価で
心地よい仕方でモニタリングする可能性を提供することをねらいとする。この目的に向け
、本発明の健康ケア通信システム１０によって、患者の少なくとも一つの生理パラメータ
がモニタリングされる。以下では、健康ケア通信システム１０の記載は主として心拍数の
モニタリングに基づいたものとなるが、他の生理パラメータも心拍数もしくは他の生理パ
ラメータの代替としてまたは心拍数もしくは他の生理パラメータに追加してモニタリング
できることは理解しておくべきである。
【００３７】
　本発明のシステムによってモニタリングされるべき生理パラメータの例としての心拍数
は、センサー・デバイス１０によって連続的または非連続的に測定または検出される。心
拍数情報を含む値またはデータが第一の通信リンク２１を介してセンサー信号３５として
通信デバイス２０に送信される。センサー信号３５は通信デバイス２０において好適な制
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御手段（図示せず）によって受信および処理される。センサー信号３５から、あるいは心
拍数測定の生データから、患者の健康状態を評価または判断する情報が導出できる。この
評価の結果は以下では健康情報と呼ばれる。健康情報の決定はたとえば、現在測定された
または以前に測定された心拍数をある閾値と比較すること、心拍数の変化率を追跡するこ
とまたは心拍数の正常または異常な発展の数学的モデルを適用することを含意する。
【００３８】
　健康情報の決定は、センサー・デバイス３０内および／または通信デバイス２０内で実
施できる。健康情報がセンサー・デバイス３０内で決定される場合（第二の変形）、健康
情報を明示的な健康情報として通信デバイス２０に向けて（センサー信号３５としてまた
は少なくともセンサー信号３５の一部として）送信することが可能である。健康情報がセ
ンサー・デバイス３０内で決定できない場合は、通信デバイス２０に向けて（センサー信
号３５としてまたは少なくともセンサー信号３５の一部として）送信できるのは現在の心
拍数だけであり、通信デバイス２０において心拍数信号の情報内容（すなわち、センサー
信号３５の情報内容）が――可能性としては以前に測定された心拍数の知識と一緒に――
健康情報へのアクセスを与える。これは、この場合、健康情報は暗黙的な形でセンサー信
号３５に含まれているということを意味する。
【００３９】
　本発明の通信システム１０のいずれの変形でも、通信デバイス２０はさらに検出デバイ
ス２６を有し、検出デバイス２６はたとえば物理的な回路もしくは回路の一部分またはソ
フトウェア・モジュールまたはソフトウェアおよびハードウェアの組み合わせの形を取る
ことができる。本発明の通信デバイス２０または通信システム１０の第一の変形（健康情
報がセンサー信号３５において暗黙的な形で与えられている）では、検出デバイス２６は
上述の評価を実施することによって（生データとしての）センサー信号３５から健康情報
を抽出する。本発明の通信デバイス２０または通信システム１０の第二の変形（明示的な
形の健康情報が通信デバイス２０に送信されるセンサー信号の一部分である）では、検出
デバイス２６は送信された明示的な健康情報を使うことによって健康情報へのアクセスを
もつ。
【００４０】
　第一の通信リンク２１または第二の通信リンク２２の障害が起こる場合、本発明の通信
システム１０が警告メッセージ２５を患者または通信デバイス２０のユーザーに向けて発
することが可能である。警告メッセージは音響的なメッセージ（たとえばビープ音）およ
び／または光学的なメッセージ（たとえばLED点滅）および／または触覚的なメッセージ
（たとえば振動メッセージ）であることができる。警告メッセージ２５の発信は、動作不
良によって患者の健康のモニタリングが、患者の健康状態に関する情報の喪失につながる
深刻な影響を受ける場合に非常に有用である。他方、患者の健康状態のモニタリングが低
下しないまたはわずかしか低下しない状況では、警告メッセージ２５の発信は患者に無用
なパニック、当惑および不安を引き起こすことがありうる。さらに、警告メッセージ２５
の発信は少なくとも通信デバイス２０のより高いエネルギー消費につながる。これは今度
はより短いバッテリー寿命、ひいてはユーザーの快適さの低下を意味する。
【００４１】
　したがって、本発明によれば、警告メッセージ２５の生成は、第一の通信インターフェ
ース２１の障害の継続期間が第一の時間期間の間に始まりかつ終わる場合、あるいは第二
の通信インターフェースの障害の継続期間が第二の時間期間より短くかつ非危機的な健康
状態が検出される場合には防止される。
【００４２】
　図２および図３では、本発明の通信システム１０および本発明の通信デバイス２０のこ
の挙動が概略的に描かれている。図２は第一の通信リンク２１の障害に関し、図３は第二
の通信リンク２２の障害に関する。第二の通信リンク２２の障害は代替的には、第一の時
間期間の代わりに第三の時間期間を適用することによって図１に従って処理されることが
できる。
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【００４３】
　図２では、時間軸７０上で、一連の第一の時間期間７１が概略的に表現されている。こ
の一連の第一の時間期間７１は複数の時点７１′に対応する。本発明によれば、これらす
べての時点７１′において（現在の）センサー信号３５の受信が通信デバイス２０によっ
て期待されるよう、第一の通信リンク２１またはセンサー信号３５の送信が提供される。
警告メッセージ２５の患者への発信は、第一の通信リンク２１または第一の通信インター
フェース２１の障害８１であって、時点７１′の間にのみはいり指定された時点７１′の
ところではセンサー信号３５の送信を乱さないような障害がある場合には抑制される。こ
れは、図２の左側で概略的に表されている。ここでは、第一の通信リンク２１の障害８１
が起こるが、時点７１におけるセンサー信号３５の送信は乱されない。図２の右側には、
第一の通信リンク２１の障害８１であって、指定された時点７１′のところでのセンサー
信号３５の送信が乱されるような例が示されている。この状況において、通信システム１
０は患者のモニタリング網羅率の損失を検出し、結果として警告メッセージ２５（図２の
右側）が発される。たとえば、第一の時間期間７１は１０秒に対応する。すなわち、１０
秒ごとに心拍数の値が通信デバイス２０によって期待される。これは、指定された時点７
１′のところでのセンサー信号３５の通信が乱されない限り、第一の通信リンク２１の障
害８１はたとえば約６秒、約８秒または約９秒の期間続くことができることを意味する。
これはまた、たとえば指定された時点７１′のうちの一つにおける約１秒または約２秒の
第一の通信リンク２１の障害８１が警告メッセージの発信につながることをも意味する。
もちろん、第一の時間期間７１は約１０秒とは異なる時間範囲、たとえば約２０秒または
約３０秒に設定されることができる。さらに、第一の時間期間７１は動的に、たとえば患
者の検出される健康状態に依存して設定されることができる。
【００４４】
　図３では、時間軸７０上で、第二の時間期間７２の二つの例が概略的に表現されている
。患者への警告メッセージ２５の発信は、第二の通信リンク２２または第二の通信インタ
ーフェース２２の障害８２であって十分長く続かないようなものがある場合には抑制され
る。これは図３の左側で概略的に表現されている。ここで、第二の通信リンク２２の障害
８２が起こっているが、それは患者に警告メッセージを発するのに十分な長さは続かない
。この挙動（図３の左側に表されている）が患者の異常な健康状態を示すものではないこ
とを前提としていることは理解しておくものとする。健康情報によってそのような異常な
健康状態が示される場合には、通信デバイス２０によって警告メッセージ２５が発される
。図３の右側では、第二の通信リンク２２の障害８２であって、その障害の継続期間が第
二の時間期間７２を超え、よって警告メッセージ２５の発信につながるような例が示され
ている。この状況では、通信システム１０または健康ケア・センター５０は患者のモニタ
リング網羅率の損失を検出する。これは警告メッセージ２５（図３の右側）の発信の必要
性につながる。第二の時間期間７２は静的に設定されることができ（たとえば約３０分ま
たは約５時間に）、あるいは動的に、特に患者の健康状態に依存して調整可能であるよう
に設定されることができる。健康ケア・センターが第二の時間期間７２を設定することも
可能である。さらに、本発明によれば、警告メッセージ２５が発されるのが健康状態が異
常または危機的である場合にのみとなるよう、第二の時間期間７２は非常に大きな値に設
定される。
【００４５】
　本発明のある好ましい変形または実施形態では、通信デバイス２０は第二の通信リンク
２２（図２のネットワーク・インフラストラクチャー４０の例のようなGPRSネットワーク
）の信号強度を連続的にモニタリングする。その際、第二の通信リンク２２の障害８２の
理由がGPRSシステムのダウンではなく、通信デバイス２０がカバーされない（または弱い
）ゾーン（いわゆるブラック・ゾーン）にはいったことであると結論されることがありう
る。その場合、通信デバイス２０内の信号強度モニタリング・デバイス（図示せず）は患
者または通信システム１０のユーザーに、よりよい信号強度の領域に戻るよう助言しうる
。また、本発明のあるさらなる実施形態では、通信デバイス２０が該通信デバイス２０の
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位置を判別するための測位デバイス２７を備えられていることも可能である。それにより
、特に、健康情報が患者の健康状態がもはや正常でないこと、あるいは悪化しそうである
ことを示す場合に、信号強度がより高い最も近い領域に患者が案内されることができるよ
うブラック・ゾーンのマップを構築および記憶することが可能である。本発明のあるさら
なる実施形態では、第二の通信リンク２２の信号強度が０であるか弱いゾーンが最初から
通信デバイス２０のメモリ（図示せず）内に記憶されている、あるいはそのような情報が
サービス・プロバイダーからダウンロードされることが可能である。ブラック・ゾーンに
ついての情報は、第二の通信リンク２２の多数のユーザーのフィードバック情報によって
収集されることができる。ブラック・ゾーンが通信デバイス２０の異なるモデルについて
は異なることも可能である。
 
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の通信システム、すなわち健康ケア・センターに接続された本発明の通信
デバイスおよび本発明のセンサー・デバイスを概略的に示す図である。
【図２】通信リンク障害が起こる状況における、本発明の通信システムおよび本発明の通
信デバイスの挙動を概略的に示す図である。
【図３】通信リンク障害が起こる状況における、本発明の通信システムおよび本発明の通
信デバイスの挙動を概略的に示す図である。
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